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＜組合＞急遽７月２４日から８月８日までに応募する内容であり、労働組
合としては「提案→交渉→募集」が本来であり、申25号の交
渉後に募集するべきである。

＜会社＞５月の提案時でも「変更はあり得る」となっている。会社として
は社員一人ひとりの次の職場を考えた募集期間である。

＜組合＞郵送が着くのが２３～２４日になってしまった。応募期間を延長
できないのか。

＜会社＞７月２４日から８月８日が大前提であり変更はしない。

＜組合＞応募種類では第１希望から第３希望まで記入するが、会社と本
人との受け止め方の違いがある。

＜会社＞社員本人からの希望を伝えられるようにしていく。

＜組合＞職務乗車証・購入券はどうなるのか。

＜会社＞エルダー社員と同様の福利厚生である。


